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富山県土木部作業服リニューアル 推薦品公募要領 

 

 

１ 公募の目的 

富山県土木部では、職員の業務環境やモチベーションの向上及び県職員のイメージアップに繋

げるため、作業服のリニューアルを進めています。 

応募のあった提案の中から採用モデル品を選定し、当該採用モデル品を富山県土木部作業服の

参考銘柄とし調達することを予定しています。 

つきましては、下記のとおり、作業服リニューアルに向けた提案を公募しますので、ご応募を

いただきますようお願いします。 

 

 

２ 公募の内容 

（１）募集内容 

作業服一式 

（別添１「提案仕様書」を満たす作業服をご提案ください。） 

 

（２）募集期間 

令和８年５月１8 日（月）から令和８年６月 8 日（月）17 時まで 

① 応募方法 

「５ 提出書類」をメールにて以下の提出先へご送付ください。 

② 提出先 

富山県土木部管理課 

メールアドレス：akanri@pref.toyama.lg.jp 

※電子メール送信後、必ず電話で到達の確認をしてください。TEL076-444-3307 

 

（３）質問期間 

令和８年５月１8 日（月）から令和８年５月２５日（月）17 時まで 

 

① 質問方法 

   下記 URL にアクセスして質問してください。  

      富山県土木部作業服リニューアル 推薦品公募に係る質問 

      入力フォーム 下記リンク先から質問してください。 

https://forms.office.com/r/vx6Z69KqHt 

※質問入力後、必ず電話で到達の確認をしてください。TEL076-444-3307 

mailto:-------@pref.toyama.lg.jp
https://forms.office.com/r/vx6Z69KqHt
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 ② 回答 

   令和８年６月１５日（月）までに富山県のホームページ内の本要領を掲載しているページ

に公開します。 

 

３ 参加資格 

（１）契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第 32 条第１項

各号に掲げる者でないこと。 

（３）富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受け

た者であって、富山県会計規則（昭和 62 年富山県規則第 17 号）第 86 条第 3 項の規定によ

る競争入札参加資格者名簿に登載されている者又は参加時において当該名簿に登載されてい

ない者であっても、契約締結時までに登載される見込みの者であること（等級、営業品目は

問わない）。 

（４）富山県から入札参加資格（指名）停止措置を受けている期間中でない者であること。 

（５）富山県が賦課徴収する税、消費税及び地方消費税を滞納している者でないこと。 

※ 参加資格（１）（２）については、「応募用紙」の提出により条件を満たす者であることの

申告があったものとみなします。 

 

 

４ 採用モデル品の選定方法 

富山県土木部職員の投票により採用モデル品を選定します。 

１社２提案まで可としますが、別添１「提案仕様書」で示す仕様から大きく異なる提案につい

ては、事前に候補から外すこととします。 

 

 

５ 提出書類 

（１）別添２「応募用紙」 

（２）別添１「提案仕様書」を満たすことが分かるパンフレット等 

（データをメールに添付してご提出ください。紙パンフレットは不要です。） 

（３）参加資格（５）を満たすことが分かる書類 

（消費税及び地方消費税についての｢納税証明書（その３ 未納税額のない証明用）｣（所管税

務署が過去６月以内に発行したもの）及び｢納税確認書｣（富山県の県税事務所が過去６月以
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内に発行したもの）の写しを提出ください（富山県内に本支店又は営業所等を有する事業者

以外の事業者にあっては、｢納税証明書（その３ 未納税額のない証明用）｣の写しのみの提出

となります。）。） 

 

 

６ 選定結果の通知 

令和８年８月２１日（金）までに、応募者に対し、結果通知を行います。 

※応募用紙に記載されたメールアドレス宛に電子メールで通知 

 

 

７ 選定後の調達方法 

 富山県土木部の各出先機関において随時見積による調達を予定しています。 

調達予定数は、土木部全体で 年間３５０着 程度を想定（被服貸与の対象職員が約７００名で

あり、２年ごとに被服貸与することを想定）しています。 

 ※この選定の結果によって、採用モデル品の提案者が調達時に有利な扱いを受けるものではな

いことをご了承願います。 

 

 

８ 作業服の一時貸出のお願い 

採用モデル品の選定に際して、試着品の無償での一時貸出にご協力をお願いします。 

 

（１）貸出期間 

令和８年７月１日（水）から令和８年８月３１日（月）まで 

（２）数量及びサイズ 

① 男性用、女性用とで分かれているモデルの場合 

男性用…Ｌサイズ：９セット×２色 

女性用…Ｌサイズ：９セット×２色 

② 男女兼用モデルの場合 

Ｌサイズ：９セット×２色 

Ｍサイズ：９セット×２色 

※１セットの内容は、秋冬用上着、春夏用上着、長袖シャツ、カーゴパンツ、スラックスとします。 

※色は貸出依頼の際に指定します。 

※春夏用上着は設定がある作業服の場合のみです。 
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（３）貸出方法 

段ボール箱に梱包の上、富山県土木部管理課まで持参又は送付願います。 

（４）返却方法 

作業服は貸出期間満了までに返却します。選定終了後、同課で返却準備が整った後に連絡し

ますので、引き取りをお願いします。 

（５）その他 

 この中に記載のない事項、その他確認を要する事項については、その都度、県と各事業者が  

対応を協議することとします。 

貸出のご協力がなかった場合でも、採用モデル品の選定に際して不利な扱いがされることは

ありません。 

 

 

９ その他 

（１）本公募参加に要するすべての費用は、参加者負担とします。 

（２）参加申込み後に参加を辞退する場合は、令和８年６月１６日（火）17 時までに辞退届（任

意様式）を提出してください。 

 

 

  

提出・問合せ先 

住 所：〒930-8501 富山市新総曲輪 1 番 7 号防災危機管理センター７階 管理課 

担 当：佐藤 

電 話：０７６―４４４―３３０７ 

メ ー ル：akanri@pref.toyama.lg.jp 

受付時間：平日８時 30 分から 17 時 15 分まで 


